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県内では、今年、 が多発して

おり、すでに の方が亡くなられています。（令和７年11月５日現在）

特に９人中、７人が高齢者（うち75歳以上が５人）で、

９人全員がヘルメット非着用でした。

◎ 自転車は車両です。交通ルールを守る必要があります。

● 自転車乗車中死者の、約半数が頭部に致命傷

約１．７倍高い

● 頭部を負傷した死者・重傷者のうち、ヘルメット

※ 道路交通法により、自転車利用者はヘルメットの着用に努めるよう
定められています。どうか皆様の大切な命を守ってください！

※ 乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示す
マークのついたもの
を使いましょう。

※ あごひもを確実に締めるなど、正しく着用しましょう。

※この他にも安全
基準があります。

自分の命を守るために

非着用の割合は、着用に比べ




